
鋸南町公告第７号 

 

   鋸南中学校トイレ改修工事の事後審査型制限付き一般競争入札の実施について 

 

 地方自治法第２３４条第１項並びに地方自治法施行令第１６７条の５及び第１６７条の５の２の規定によ

り、事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり実施する。 

 

 令和６年４月１６日 

                              鋸南町長  白 石  治 和 

 

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 工 事 名  鋸南中学校トイレ改修工事 

 (2) 工事を施工する場所  安房郡鋸南町大六１６５ 鋸南町立鋸南中学校 

 (3) 工 事 期 限  令和７年２月２８日まで 

(4) 工 事 概 要  建築一式工事 

  ア 目  的   鋸南中学校校舎棟等の既存トイレの洋式化、床の乾式化等全面改修を行う。 

イ 規 模 等   建物面積 5,746㎡   竣工年 平成７年３月 

         用途   学校 

         構造   鉄筋コンクリート造 地上３階建て  

ウ 工事範囲   設計図書等に記載のある事項 

 

(5)  工事請負代金支払条件 

  ア 前金払        ア 前金払   あり （出来高予定額の１０分の４以内の額を、請求書を受理した日から１４日 

以内に支払う。） 

  イ 部分払   あり （出来高３／１０以上に達した場合とする。ただし、前払を受けた場合は 

５／１０以上とする） 

  ウ 中間前金払 なし 

エ 完成払 工事完成検査合格後、請求書を受理した日から４０日以内に支払う。 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

  本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

 (1) 鋸南町建設工事等入札参加業者資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登録され、鋸南町工事

等請負契約等に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止措置及び鋸南町建設工事等暴力団排除措置

要綱に基づく指名除外措置を、本工事の公告日から本工事の入札日までの間、受けていない者。 

(2) 建築一式工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を受けている者。 

(3) 監理技術者資格者証を有する技術者を専任で配置できる者。 

(4) 公告の日から起算して過去１０年間において、国又は地方公共団体等の発注の建築工事を元請として

施工した実績のある者。 

 (5) 「千葉県内に本店を有する者」又は「千葉県内に建設業法に基づく許可を受けた支店・営業所が

ある者」であること。 



(6) 鋸南町内に本店・支店・営業所を有する者は、資格者名簿における建築一式工事の格付けがＡラ

ンクである者。 

(7) 鋸南町内に本店・支店・営業所を有する者以外の者は、本町の令和６・７年度資格者名簿に登載

された時点の、建築一式工事に係る経営事項審査結果通知書記載総合評点（Ｐ）が８００点以上で

ある者。 

 (8) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者であること。 

  ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の入札日前６か月以

内に手形、小切手を不渡りした者 

  イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

  ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

 

３ 入札参加申請 

本工事の入札参加を希望する者は、事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書（以下「参加申請書」 

という。）を提出すること。なお、様式については、入札情報サービスからダウンロードして使用するも

のとする。 

(1) 提出期限 令和６年５月９日（木）午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

(2) 提出方法 電子入札システムで提出するものとする。 

     

４ 設計図書等の入手方法及び縦覧期間 

 当業務に係る設計図書等は入札情報サービスに掲載する。 

（1）入手期間・縦覧期間 公告日から令和６年５月９日（木）午後５時まで 

 

５ 設計図書等に対する質問 

  設計図書等に対する質問がある場合は、所定の質問書様式にて、総務企画課総務管理室まで電子メール

にて提出すること。提出後は電話（０４７０－５５－４８０１）にて到着の確認をすること。 

なお、質問がない場合の連絡は必要としない。 

 （1）提出期限 【第１回目】令和６年４月１８日（木）午後５時００分まで 

         【第２回目】令和６年４月２５日（木）午後５時００分まで 

 （2）提出先メールアドレス  soumukanri@town.kyonan.chiba.jp 

（3）回答   【第１回目】令和６年４月２３日（火）午後５時００分までに 

入札情報サービスにて公表する。 

【第２回目】令和６年４月３０日（火）午後５時００分までに 

入札情報サービスにて公表する。 

 

６ 現場説明会 

  実施しない。 

 

 

 

 

 

 



７ 入札の期間及び方法 

(1)  日 時   令和６年５月１０日（金）午前８時００分から午後４時００分まで 

         令和６年５月１３日（月）午前８時００分から午後４時００分まで ※２回目 

         令和６年５月１４日（火）午前８時００分から午後４時００分まで ※３回目 

   (2) 方  法  電子入札システムにより提出すること。 

(3) 提出書類    ・入札書・工事費内訳書 

(4) そ の 他  入札参加者がいない場合を除き、入札は執行するものとし、 

入札参加者が１者のみの場合でも、落札決定を行う。 

 

８ 入札書に記載する金額 

落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金 

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を落札価格とするので、 

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契 

約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

９ 開札日時   令和６年５月１０日（金） 午後４時３０分から 

令和６年５月１３日（月） 午後４時３０分から ※２回目 

令和６年５月１４日（火） 午後４時３０分から ※３回目 

  開札場所   鋸南町役場２階 総務企画課 

 

１０ 保証金に関する事項 

(1) 入札保証金 免除 

(2) 契約保証金 納付（保証割合は１０分の１以上とする） 

      金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 

    また、公共工事履行保証証券による保証を付し、または履行保証保険契約を行った場合は、契約保

証金の納付を免除する。 

 

１１ 入札参加資格の確認について 

 (1) 本入札は事後審査方式であるため、予定価格と低入札価格調査制度の範囲内での最低価格入札者 

あるいは、低入札価格調査結果による落札候補者を資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められ

た場合に落札者とする。 

(2) 落札候補者に関する通知は、開札後、電子入札システムにより「保留通知書」を送付する。 

 (3) 落札候補者は、開札日後、入札参加資格を満たしていることを証する書類を持参し提出すること。 

     ①申請様式等は電子入札システムに掲載するので、ダウンロードして使用するものとする。 

②提出期限 令和６年５月１６日（木）午後５時００分まで 

③提出書類 ア、事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書 

           イ、入札参加資格を満たしていることが確認できる書類 

            ・代表者から委任を受けた者が申請する場合は、年間委任状の写し 

            ・経営事項審査の結果通知の写し（最新のもの） 

            ・特定建設業の許可通知の写し 

            ・建設業許可証明書の写し、又は建設業許可申請書の写し(当該営業所が確認でき

る部分) 



            ・当該技術者の監理技術者資格証の写し(両面)、技術検定合格証明書の写し 

            ・同種工事の実績がわかるものの写し 

             （発注者・工事名・契約金額・工事期間・受注形態・構造・延べ面積等が確認

できる契約書及び設計書等） 

(4) 提出場所 鋸南町役場 総務企画課 総務管理室（庁舎２階） 

(5) 提出方法 持参のみ 

(6) 提出部数 １部 

 

１２ 入札参加資格の審査結果の通知 

 入札参加資格確認の結果は、令和６年５月２０日（月）以降に電子入札システムより通知する。 

 

１３ 契約締結時期 

  (1) 落札者の決定後、７日以内に停止条件付本契約を締結しなければならない。 

 (2) 上記（1）の契約は、町議会の可決があったとき、本契約として効力を生ずる。 

 

１４ その他 

 (1) 提出された資格確認資料は、返却しない。 

    なお、申請者又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる

事項については公表しない。 

 (2) 工期は、事情により変更することがある。 

 (3) 落札者は、配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。 

(4)  (1)から(3)に定めるもののほか、鋸南町電子入札約款及び鋸南町電子入札システム運用基準、鋸南

町財務規則、鋸南町低入札価格調査制度を適用する。 

 

１５ お問い合わせ先等 

 〈入札手続き関連〉 

鋸南町役場 総務企画課 総務管理室 

    電 話 ０４７０（５５）４８０１（直通） 

   ＦＡＸ ０４７０（５５）１３４２ 

     

〈契約・設計図書等関連〉 

鋸南町教育委員会 教育課 教育総務室 

    電 話 ０４７０（５５）２１２０（直通） 

   ＦＡＸ ０４７０（５５）１５８５ 

    

     


